
「妊娠・出産」から「育児休業時の継続利用」となる場合

✓

✓

✓

認定事由が「育児休業時の継続利用」
となる場合は、時間区分が

「短時間」利用となります。

育児休業期間の記入をしてください。

育児休業の継続利用の開始は、
産後休暇が終了する月の翌月からとなり
ます。
例）３月中旬に産後休暇が終わり、育児
休業となる場合
→４月から「育児休業の継続利用」で
「短時間」利用となります。


